
重度障害者用意思伝達装置の申請～支給までの流れ
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【販売店：機器説明・デモ】

・ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ㈱

072-875-8008

・ダブル技研㈱

046-206-5611

・最寄りの福祉用具取扱店

にご相談ください

【展示会：機器説明】

・国際福祉機器展(東京)

・大阪ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ展(大阪)

・西日本福祉機器展(福岡)

・高知福祉機器展(高知)

・支援制度の説明
・福祉機器の紹介

福祉機器の紹介

【協会、団体】
・日本 ALS 協会
03-3234-9155

機器の説明、デモ、試用、給付申請方法などを相談

申請書類一式

・支給申請書【別紙１】
・身体障害者手帳
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原則として、本人用
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要。場合により販売
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事前に販売店から機器の
カタログと見積書を入手
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【常設展示施設】

・東京都障害者IT地域支援ｾﾝﾀｰ

・東京都福祉機器総合ｾﾝﾀｰ

・名古屋福祉用具プラザ

・兵庫県ふくしのまちづくり研究所

・福祉用具プラザ北九州

「償還払い方式（全額支払い後還付請求）」と「代理受領方式（自己負担分のみ）」のいずれかを選択

0.5～1 ヶ月

役所との相談、販売店からの資料請求、
申請書作成、書類審査などで申請書類
が受理されるまでかなり時間を要す。

販売店等から借用した試用機を使って操作練習をして
更生相談員の判定立会に備える。利用者にもよるが
1～3 ヶ月の期間を要す。

1～3 ヶ月

直接判定の場合、更生相談員は判定依頼を受けてから
判定立会日(1回／週～1回／月程度)を決める。不適合の
場合、再判定が必要になる。判定後は、審査会を経て決
定通知される。判定立会から決定までは自治体にもよる
が 1～4か月を要す。

1～4 ヶ月

0.5 ヶ月

相談

受理

相談

身体障害者手帳を持参


